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山
縣
有
朋
の
国
葬
に
関
す
る
新
聞
記
事
に
つ
い
て

小
林　

道
彦　

　

一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
）
二
月
九
日
、東
京
日
比
谷
公
園
で
元
老
山
縣
有
朋
の
国
葬
が
営
ま
れ
た
。
今
回
こ
の
誌
面
を
お
借
り
し
て
、

関
連
の
新
聞
記
事
を
紹
介
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
昨
今
の
国
葬
論
議
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
、
現
在
私
ど

も
が
行
っ
て
い
る
共
同
研
究
１
が
佳
境
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
そ
の
関
係
で
山
縣
の
国
葬
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
興
味
深
い
新
聞

記
事
に
遭
遇
し
た
と
い
う
偶
然
の
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

山
縣
に
つ
い
て
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
の
祖
型
は
、
岡
義
武
「
山
県
有
朋
―
明
治
日
本
の
象
徴
―
』（
岩
波
新
書
、
一
九
五
八
年
。

二
〇
一
九
年
に
岩
波
文
庫
と
し
て
再
刊
行
）
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
岡
氏
は
こ
の
書
物
の
中
で
、
山
縣
と
そ
の
官
僚
閥
を
「〔
明
治
〕
維
新

以
来
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
た
盤
石
の
如
き
天
皇
制
」
の
上
に
聳
え
立
つ
巨
大
な
「
中
央
山
脈
」
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
強
大
な
権
力
を
、
そ

し
て
、「
支
配
機
構
」
の
掌
握
に
指
向
さ
れ
た
強
烈
な
権
力
意
志
の
あ
り
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　

彼
の
権
力
意
志
は
や
が
て
「
宮
中
某
重
大
事
件
」（
皇
太
子
〔
後
の
昭
和
天
皇
〕
婚
約
破
棄
問
題
）
の
一
因
と
な
り
、
最
晩
年
の
日
々

を
押
し
揺
る
が
し
た
。
そ
し
て
、
原
敬
暗
殺
（
一
九
二
一
年
十
一
月
四
日
）
に
衝
撃
を
受
け
た
山
縣
は
、
そ
の
日
を
境
に
病
の
床
に
就
き
、

結
局
二
度
と
起
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
一
九
二
二
年
二
月
一
日
、
彼
は
神
奈
川
県
小
田
原
市
郊
外
の
私
邸
「
古
稀
庵
」
で
静
か
に
息

を
引
き
取
っ
た
。
享
年
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

　

山
縣
の
国
葬
に
つ
い
て
、
岡
氏
は
非
常
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
東
京
日
日
新
聞
』
か
ら
引
い
て
い
る
。
国
葬
へ
の
参
列
者
は
意

外
と
少
な
く
、「
幄
舎
〔
テ
ン
ト
〕
の
中
は
ガ
ラ
ン
ド
ウ
の
寂
し
さ
」
で
あ
り
、「
上
下
両
院
議
員
は
ホ
ン
の
数
へ
る
ば
か
り
、
実
業
家
の

１  

科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
一
般
課
題
番
号20H

01312

「
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
『
模
範
国
ド
イ
ツ
』
崩
壊
の
日
本
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
政
治
外
交

史
的
研
究
」。



－ 93 － 22

小林　道彦

顔
は
松
方
五
郎
君
位
の
も
の
で
、
他
は
見
か
け
な
い
。
一
番
端
の
〔
東
京
〕
府
市
名
誉
職
の
席
も
空
々
寂
々
で
、
武
と
文
の
大
粒
な
と
こ

ろ
と
軍
人
の
群
れ
で
、
国
葬
ら
し
い
気
分
は
少
し
も
せ
ず
、
全
く
官
葬
か
軍
葬
の
観
が
あ
る
」。「
沿
道
に
は
弔
旗
を
掲
げ
た
家
は
少
な
く
、

掲
げ
て
あ
る
と
か
え
っ
て
目
に
つ
く
位
」で
あ
り
、「
国
葬
と
い
う
の
に
民
衆
の
中
に
は
喪
章
を
つ
け
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
」

と
続
け
て
い
る
（
文
庫
版
二
四
三
頁
）。

　

山
縣
に
と
っ
て
民
衆
と
は
支
配
の
客
体
に
外
な
ら
ず
、
彼
の
権
力
意
志
は
「
支
配
機
構
」
の
掌
握
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
民
衆
を

見
捨
て
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
民
衆
も
ま
た
彼
を
見
捨
て
て
い
た
（
二
四
四
頁
）。
国
葬
が
閑
散
を
き
わ
め
て
い
た
こ
と
は
、

そ
の
象
徴
的
な
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。

　

以
上
は
岡
「
山
県
有
朋
』
の
も
っ
と
も
印
象
的
な
叙
述
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
深
い
余
韻
を
伴
い
な
が
ら
読
者
の
心
に
沈
殿
し
て
い

く
。
ま
さ
に
名
著
の
名
著
た
る
所
以
で
あ
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
の
山
縣
有
朋
研
究
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
う
し
た
「
民
衆
に
見
捨
て

ら
れ
た
」「
寂
し
く
孤
独
な
権
力
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
克
服
や
修
正
を
試
み
よ
う
と
し
て
来
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
２
。

　

と
こ
ろ
が
今
回
、
山
縣
の
国
葬
に
関
す
る
新
聞
記
事
を
改
め
て
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
意
外
な
記
事
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
た
し
か

に
幄
舎
の
中
は
ガ
ラ
ン
ド
ウ
で
あ
っ
た
が
、
会
場
の
外
に
は
溢
れ
ん
ば
か
り
の
群
衆
が
押
し
寄
せ
て
お
り
、
警
官
は
そ
の
規
制
に
大
わ
ら

わ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
の
こ
と
を
も
っ
て
山
縣
に
は
大
衆
的
人
気
が
あ
っ
た
な
ど
と
強
弁
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

数
週
間
前
に
執
り
行
な
わ
れ
た
大
隈
重
信
の
「
国
民
葬
」
に
は
、
山
縣
に
倍
す
る
人
々
が
押
し
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
大
衆

政
治
家
」
大
隈
の
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

岡
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
の
多
く
は
喪
章
を
付
け
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
頃
の
東
京
で
は
、
大
衆
は
こ
と

あ
る
ご
と
に
街
頭
に
繰
り
出
し
、
国
家
公
認
の
、
あ
る
い
は
非
公
認
・
非
合
法
の
「
祝
祭
的
空
間
を
楽
し
む
」
と
い
う
傾
向
が
露
わ
に
な
っ

て
い
た
３
。
帝
国
憲
法
発
布
の
祝
典
（
一
八
八
九
年
）
か
ら
日
比
谷
焼
打
ち
事
件
（
一
九
〇
五
年
）、
さ
ら
に
は
「
最
後
の
将
軍
」
徳
川

２  

例
え
ば
、
伊
藤
之
雄
『
山
県
有
朋
―
愚
直
な
権
力
者
の
生
涯
―
』（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

３  

大
逆
事
件
に
関
す
る
叙
述
に
注
目
が
集
ま
り
が
ち
で
あ
る
が
、
永
井
荷
風
「
花
火
」
は
「
東
京
」
に
お
け
る
大
衆
の
登
場
を
、
各
種
祝
祭
空
間
と
の
関

係
で
論
じ
た
記
録
文
学
の
嚆
矢
で
も
あ
ろ
う
（
永
井
荷
風
『
花
火
・
来
訪
者
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）。
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慶
喜
の
葬
儀
（
一
九
一
三
年
十
一
月
）
に
至
る
ま
で
、
慶
事
・
凶
事
に
関
係
な
く
人
々
は
街
頭
に
溢
れ
出
て
い
た
４
。
山
縣
の
葬
列
を
日

比
谷
の
街
頭
で
見
送
っ
た
人
々
の
多
く
が
喪
章
を
付
け
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
は
な
ん
ら
怪
し
む
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
幄
舎
の
中
が
「
ガ
ラ
ン
ド
ウ
」
に
な
っ
た
の
は
、
山
縣
の
人
望
の
乏
し
さ
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
国
葬
の
ド
レ
ス
コ
ー

ド
が
厳
密
を
極
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
大
礼
服
及
び
燕
尾
服
の
外
は
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
で
す
ら
参
加
不
許
可
」
と
さ
れ
、「
故
公
の

恩
顧
の
高
級
将
軍
の
中
に
す
ら
も
、
些
か
服
装
の
規
定
に
反
し
た
為
め
に
入
場
を
拒
絶
さ
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
」
そ
う
で
あ
り
、
折
角
、

帝
国
議
会
で
国
葬
を
協
賛
し
た
の
に
、
燕
尾
服
を
持
た
な
い
代
議
士
は
入
場
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
内
田
魯
庵
「
服
装
差
別
待

遇
の
撤
回
」、「
太
陽
』
一
九
二
二
年
三
月
号
）５
。
ま
し
て
や
、「
一
般
国
民
」
に
お
い
て
を
や
。
こ
の
ド
レ
ス
コ
ー
ド
問
題
は
、
小
論
で

紹
介
し
た
新
聞
記
事
の
中
に
も
顔
を
出
し
て
い
る
（「
史
料
二
」
貴
議
院
議
員
田
所
美
治
の
記
事
、「
史
料
四
」。）

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
当
日
朝
方
に
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
幄
舎
内
部
の
椅
子
が
濡
れ
て
い
た
こ
と
も
着
席
を
控
え
さ
せ
た
要
因

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
史
料
二
・
三
「
雨
に
濡
れ
た
浄
白
な
腰
掛
は
ガ
ラ
空
き
で
あ
つ
た
」）。
ち
な
み
に
、
岡
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る

の
は
史
料
四
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
三
日
月
生
」
な
る
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
ラ
イ
タ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
山
縣
公
の
お
葬
儀
に
私
も
参

列
す
る
の
記
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
と
し
て
の
参
加
記
で
あ
り
、「
官
僚
政
治
」
に
対
す
る
批
判
的
観
点
が

前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
葬
儀
に
参
列
し
た
人
々
の
生
の
声
や
挙
措
な
ど
も
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
他

の
記
事
に
比
べ
て
一
際
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
反
面
、
会
場
外
に
押
し
寄
せ
た
大
群
衆
に
関
す
る
叙
述
は
全
く
な
い
。
こ
の
記

事
に
は
か
な
り
露
骨
な
政
治
的
バ
イ
ア
ス
が
加
わ
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

山
縣
は
近
世
身
分
制
社
会
に
生
を
享
け
、
卒
族
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
い
に
は
元
老
筆
頭
に
ま
で
上
り
つ
め
た
「
立
志
伝
中
の
人
物
」

で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
亡
く
な
っ
た
時
、
す
で
に
日
本
に
も
都
市
的
大
衆
社
会
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
晩
年
の
山
縣
は
大
衆
的
政
治
運

４  

一
九
三
六
年
の
二
・
二
六
事
件
に
際
し
て
も
、
当
初
は
大
勢
の
「
弥
次
馬
」
が
溜
池
、
虎
ノ
門
、
お
濠
端
、
銀
座
、
内
幸
町
界
隈
に
押
し
寄
せ
て
お
り
、

そ
う
し
た
群
衆
目
当
て
の
夜
店
ま
で
軒
を
連
ね
る
有
様
で
あ
っ
た
。（
永
井
荷
風
『
断
腸
亭
日
乗
』
上
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
一
九
三
六
年
二
月

二
十
七
日
の
条
）。

５  「
ド
レ
ス
コ
ー
ド
問
題
」
の
所
在
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、小
山
直
子
『
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
と
羽
織
袴
―
礼
装
規
範
の
形
成
と
近
代
日
本
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
一
六
年
）
二
二
八
〜
二
三
〇
頁
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
日
本
政
治
史
研
究
」
か
ら
見
て
も
画
期
的
発
見
で
あ
っ
た
。
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動
に
対
す
る
警
戒
感
を
露
わ
に
し
て
い
た
。

　

こ
こ
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
そ
れ
は
山
縣
国
葬
の
わ
ず
か
二
日
後
に
は
、
葬
儀
が
行
わ
れ
た
日
比
谷
公
園
も
、
遺
骸
が
葬

ら
れ
た
護
国
寺
（
現
、
文
京
区
音
羽
。
大
隈
も
こ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
）
も
、
い
ず
れ
も
大
衆
的
示
威
運
動
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。

　

二
月
十
一
日
の
紀
元
節
当
日
、
護
国
寺
前
の
広
場
に
は
午
前
中
か
ら
官
業
労
働
者
が
集
結
し
、「
女
工
」（
女
性
労
働
者
）
を
陣
頭
に
立

て
て
「
失
業
防
止
大
示
威
運
動
」、
つ
ま
り
は
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
大
阪
や
八
幡
（
現
、
北
九
州
市
）

の
労
働
団
体
も
参
加
し
て
お
り
、
彼
ら
は
飛
鳥
山
（
現
、
北
区
飛
鳥
山
）
―
渋
沢
栄
一
の
本
宅
が
あ
る
―
ま
で
行
進
し
、
そ
こ
で
解
散
し

て
い
る
。

　

さ
ら
に
午
後
一
時
、
芝
公
園
（
現
、
港
区
）
大
隈
侯
銅
像
前
に
集
ま
っ
た
「
第
二
回
普
選
大
会
６
」
の
デ
モ
隊
約
一
万
は
、
警
官
隊

一
〇
〇
〇
名
と
小
競
り
合
い
を
演
じ
な
が
ら
、
普
選
歌
を
高
唱
し
つ
つ
内
幸
町
に
向
か
い
、
そ
こ
で
政
友
会
の
有
力
代
議
士
で
普
選
反
対

論
者
で
あ
っ
た
小
川
平
吉
邸
に
投
石
し
て
、
警
官
隊
と
衝
突
し
た
（
午
後
六
時
二
十
分
）。
そ
の
後
、
デ
モ
隊
は
日
比
谷
公
園
に
入
ろ
う

と
し
た
が
、そ
の
半
分
は
警
官
隊
に
押
し
戻
さ
れ
、都
心
の
政
党
本
部
や
新
聞
社
を
「
歴
訪
」
し
た
後
に
、最
後
は
二
重
橋
前
広
場
で
「
天

皇
陛
下
万
歳
」
を
三
唱
し
て
よ
う
や
く
解
散
し
た
。
こ
の
間
、「
暴
行
や
騒
擾
罪
」
で
計
十
七
名
が
検
挙
さ
れ
て
い
る
７
。

　

国
葬
が
執
行
さ
れ
た
森
厳
な
都
市
空
間
は
、
そ
の
わ
ず
か
二
日
後
に
は
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
充
ち
溢
れ
た
祝
祭
的
空
間
と
化
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
力
量
の
発
露
を
見
出
す
の
か
、
そ
れ
と
も
治
安
警
察
法
体
制
の
意
外
と
寛
容
で
柔

軟
な
側
面
と
し
て
評
価
す
る
の
か
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
小
論
に
は
そ
れ
に
答
え
る
だ
け
の
準
備
は
な
い
が
、

こ
の
こ
と
だ
け
は
言
え
よ
う
。
大
衆
社
会
の
パ
ワ
ー
は
、
国
家
総
動
員
を
媒
介
と
す
る
軍
人
各
層
の
政
治
参
加
を
促
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ

こ
そ
は
「
政
治
的
士
族
軍
」
の
解
体
＝
徴
兵
制
軍
隊
の
建
設
を
推
進
し
て
き
た
山
縣
に
と
っ
て
は
、
本
来
の
国
軍
の
あ
り
方
か
ら
の
逸
脱

６  

言
う
ま
で
も
な
く
「
普
選
」
と
は
、
普
通
選
挙
の
こ
と
で
あ
り
、
二
十
五
歳
以
上
の
成
年
男
子
に
等
し
く
選
挙
権
を
与
え
よ
と
い
う
政
治
的
・
社
会
的

運
動
を
「
普
選
運
動
」
と
称
す
る
。

７  『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
十
二
日
第
七
面
。
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に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
８
。

　

と
も
あ
れ
、
最
早
紙
幅
も
尽
き
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
た
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
今
回
は
こ
こ
で
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に

し
た
い
。

※

　

翻
刻
文
に
は
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
て
段
落
も
変
え
た
。
見
出
し
や
小
見
出
し
は
フ
ォ
ン
ト
を
大
き
く
し
た
が
、
読
み
や
す
さ
を
優
先

し
て
修
正
を
加
え
な
か
っ
た
箇
所
も
あ
る
。
史
料
三
に
は
「
参
列
順
序
」「
勅
旨
御
代
拝
」
の
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
収
録

を
見
合
わ
せ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
本
学
基
盤
教
育
セ
ン
タ
ー
准
教
授
藤
田
俊
氏
に
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い

た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
史
料
一
　「
東
京
朝
日
新
聞
』　
一
九
二
二
年
二
月
十
日
（
金
）　
夕
刊
一
面

　「
春
ま
だ
浅
い
日
比
谷
に
　
山
縣
公
の
国
葬
儀
　
奏
楽
の
音
哀
し
く
厳
か
に
執
行
」

　

元
勲
故
山
縣
有
朋
公
の
国
葬
儀
は
、
九
日
午
前
十
時
か
ら
春
未
だ
浅
い
日
比
谷
公
園
で
い
と
荘
厳
に
執
り
行
は
れ
た
。
前
日
来
の
雨
、

暁
近
く
に
缺
み
て
雲
間
を
漏
れ
る
淡
い
射
光
は
此
処
式
場
の
正
門
を
描
く
白
木
の
大
鳥
居
に
映
発
し
て
、
清
く
敷
き
詰
め
た
玉
砂
利
も
打

湿
り
勝
ち
で
あ
る
。
鯨
幕
で
囲
ん
だ
大
天
幕
張
り
の
幄
舎
二
棟
長
く
両
側
に
建
て
並
べ
、
正
面
に
建
つ
白
木
造
り
コ
ケ
ラ
葺
の
斎
場
は
同

じ
く
鯨
幕
で
閉
ざ
さ
れ
各
宮
家
、
国
務
大
臣
、
枢
密
顧
問
官
を
始
め
二
百
余
対
の
真
榊
、
花
環
、
花
束
は
斎
場
の
周
囲
を
所
狭
き
ま
で
に

８  

こ
の
件
に
関
し
て
は
、
小
林
道
彦
「
書
評
・
森
靖
夫
著
『「
国
家
総
動
員
」
の
時
代
―
比
較
の
視
座
か
ら
―
』」（『
史
林
』
第
一
〇
四
巻
六
号
、

二
〇
二
一
年
十
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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取
り
巻
い
て
居
る
。

　

勅
使
黒
田
侍
従
、
皇
后
宮
御
使　

三
條
主
事
、
東
宮
御
使
本
多
侍
従
閑
院
梨
本
、
山
階
、
華
頂
、
各
宮
殿
下
、
李
王
世
子
殿
下
を
始
め

奉
り
、
先
着
の
文
武
百
官
は
八
時
頃
か
ら
大
礼
服
の
胸
を
輝
か
せ
て
続
々
参
入
し
、
幄
舎
の
内
外
に
時
な
ら
ぬ
黄
金
の
林
を
造
る
。
結
構

の
程
誠
に
目
覚
し
い
極
み
で
あ
る
。
午
前
九
時
半
と
覚
し
き
頃
、
嚠
喨
た
る
海
軍
軍
楽
隊
の
奏
楽
が
遥
か
正
門
の
外
か
ら
湧
い
て
来
た
。

　
「
気
を
付
け
」
の
喇
叭
が
続
い
て
起
る
。
霊
柩
が
斎
場
に
着
い
た
の
で
あ
る
。
雑
色
の
持
つ
白
旗
八
旒
、
鉾
楯
二
対
、
両
陛
下
、
東
宮
、

昌
徳
宮
御
下
賜
の
御
榊
大
島
斎
主
（
大
将
）
平
田
副
斎
主
等
を
先
頭
に
「
議
定
官
枢
密
院
議
長
元
帥
陸
軍
大
将
従
二
位
大
勲
位
功
一
級
公

爵
山
縣
有
朋
之
柩
」
と
書
き
流
し
た
一
旒
の
銘
旗
と
共
に
、
霊
柩
は
砲
車
の
軋
り
静
か
に
斎
場
幔
門
内
に
入
つ
た
。
道
楽
の
音
が
一
頻
り

流
れ
る
。
正
門
の
外
で
は
再
び
軍
楽
が
湧
く
。
参
列
者
は
斎
し
く
襟
を
正
し
て
黙
礼
す
る
。

　

薄
鼠
色
の
狩
衣
に
白
麻
の
肩
衣
を
漬
け
藁
沓
、
竹
杖
を
持
つ
た
喪
主
伊
三
郎
氏
、
黒
の
喪
服
を
纏
ふ
た
同
夫
人
、
船
越
男
夫
人
、
狩
衣

姿
の
古
口
家
令
、
正
装
の
吉
江
副
官
等
の
近
親
家
族
席
の
間
に
は
、
高
須
看
護
婦
外
三
名
の
看
護
婦
の
打
ち
沈
ん
だ
顔
も
交
る
。
清
浦
葬

儀
委
員
長
、
三
土
同
副
委
員
長
、
其
他
の
委
員
、
勅
使
、
皇
后
宮
御
使
、
東
宮
御
使
、
各
皇
族
王
族
、
皇
族
御
使
、
大
勲
位
、
高
橋
首
相

以
下
各
大
臣
、
勲
一
等
各
国
大
使
公
使
以
下
参
列
諸
員
は
宮
中
席
次
順
序
で
着
床
す
る
と
、
正
十
時
斎
場
の
幄
門
は
再
び
奏
楽
裡
に
開
か

れ
た
、
打
ち
見
れ
ば
正
面
に
安
置
し
て
浅
黄
色
の
布
で
覆
は
れ
た
霊
柩
の
上
に
は
、
元
帥
陸
軍
大
将
の
正
装
、
軍
帽
軍
刀
を
置
き
、
其
前

に
は
菊
花
章
頸
飾
大
勲
位
、
菊
花
大
綬
章
、
勲
一
等
旭
日
桐
花
大
綬
章
、
功
一
級
金
鵄
勲
章
を
始
め
、
英
国
メ
リ
ッ
ト
勲
章
、
仏
国
レ
ヂ

オ
ル
ノ
ー
ル
第
一
等
勲
章
等
、
故
元
帥
の
遺
勲
を
語
り
顔
に
飾
ら
れ
て
あ
る
。
其
左
右
に
は
聖
上
、
皇
后
宮
、
東
宮
御
下
賜
の
真
榊
神
々

し
く
立
つ
て
居
る
。
斯
く
て
式
は
奏
楽
献
饌
の
儀
を
以
て
始
ま
り
大
島
斎
主
恭
し
く
神
前
に
進
み
、
悲
痛
の
声
調
を
こ
め
て
祭
詞
を
朗
読

す
る
。
門
外
の
儀
杖
隊
は
三
度
軍
楽
を
奏
し
、
殷
々
た
る
十
九
発
の
弔
砲
、
続
い
て
葬
場
の
空
に
鳴
り
渡
る
。
平
田
副
斎
主
代
つ
て
故
公

爵
の
偉
蹟
を
頌
し
、勅
使
皇
后
宮
、東
宮
、皇
族
、喪
主
の
順
で
参
列
諸
員
一
同
拝
礼
、玉
串
を
捧
げ
午
前
十
一
時
滞
り
な
く
式
を
閉
ぢ
た
。

　
神
道
碑
建
設
の
御
沙
汰
。
伊
、
山
両
元
勲
に
対
し
て

　

維
新
創
業
の
元
勲
と
し
て
明
治
天
皇
か
ら
特
に
優
詔
を
拝
し
た
毛
利
、
島
津
、
三
條
、
岩
倉
、
大
久
保
、
木
戸
、
大
原
、
廣
澤
諸
卿
に

対
し
て
は
、
既
に
勅
命
に
依
り
神
道
碑
を
建
設
せ
ら
れ
た
が
、
故
伊
藤
博
文
公
に
対
し
て
は
既
に
御
内
命
も
あ
り
、
山
縣
公
に
対
し
て
も
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近
く
其
の
御
沙
汰
が
あ
る
や
に
承
る
。
伊
公
の
は
大
森
谷
垂
に
、
山
公
の
は
音
羽
護
国
寺
内
に
建
設
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
。

　
両
元
老
の
遥
拝
　
令
嗣
を
代
理
に

　

故
山
縣
公
の
国
葬
に
は
松
方
、
西
園
寺
両
元
老
も
会
葬
の
筈
で
あ
つ
た
が
、
両
元
老
と
も
所
労
で
転
地
療
養
の
為
め
、
松
候
は
特
に
嗣

子
巌
氏
を
代
理
と
し
、
又
西
候
は
嗣
子
八
郎
氏
を
代
理
と
し
て
葬
場
に
礼
拝
せ
し
め
、
自
身
は
同
時
刻
鎌
倉
及
び
興
津
で
遥
拝
し
た
と
。

　
史
料
二
　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
十
日
（
金
）　
夕
刊
二
面

　「
綺
羅
星
と
並
ん
で
故
公
の
最
後
を
飾
る
　
雨
に
濡
れ
た
幄
舎
に
文
武
百
官
の
国
葬
気
分
」

　

故
山
縣
公
の
霊
柩
を
載
せ
た
砲
車
…
…
葬
列
が
日
比
谷
の
葬
場
に
着
い
た
の
は
午
前
九
時
半
で
あ
つ
た
。
式
場
に
参
列
の
文
武
百
官
は

金
モ
ー
ル
も
燕
尾
服
も
黒
一
色
の
喪
章
を
帯
び
て
、
悲
し
み
の
日
を
心
か
ら
迎
へ
る
。
其
式
場
に
悲
調
の
奏
楽
が
参
列
者
の
胸
を
顫
は
し

て
響
い
た
。
そ
の
時
で
あ
る
、「
勲
一
等
…
…
」
式
場
係
り
の
声
が
聞
え
て
、
高
等
官
一
等
か
ら
公
侯
爵
従
二
位
錦
鶏
間
祗
候
と
宮
中
席

次
の
爵
位
勲
等
が
式
場
着
席
の
順
に
呼
び
上
げ
ら
れ
た
。「
勅
任
扱
外
国
人
」
此
呼
び
声
が
聞
え
た
時
は
参
列
者
の
間
に
「
プ
ツ
ー
」
と

失
笑
が
起
つ
た
そ
れ
は
恰
度
悲
し
み
の
扉
が
パ
ツ
と
打
開
か
れ
た
や
う
で
参
列
者
の
顔
色
も
俄
に
打
寛
い
で
見
え
た
。
呼
び
声
は
そ
れ
ほ

ど
時
代
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　

剣
杷
を
握
つ
て
悠
々
進
ん
だ
の
は
井
上
元
帥
で
あ
つ
た
が
、
貴
議
院
議
員
田
所
美
治
氏
は
「
古
い
や
つ

0

0

を
出
し
て
来
た
」
と
金
モ
ー
ル

の
胸
を
叩
い
て
進
ん
だ
。
小
さ
い
横
田
長
官
が
金
モ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
や
う
な
矮
躯
を
運
ぶ
と
燕
尾
服
の
木
下
鉄
道
勅
参
が
そ
の
低
い
肩

を
撫
で
る
。
横
田
長
官
「
国
葬
な
れ
ば
お
先
へ
御
免
」
と
言
つ
た
調
子
が
見
え
た
。
勅
任
待
遇
の
高
橋
老
婦
長
「
斯
う
呼
び
出
さ
れ
て
は

ね
」
と
面
恥
さ
う
に
着
席
す
る
。

　

オ
ー
バ
ー
の
下
に
勲
二
等
の
綬
を
忍
ば
し
た
下
岡
忠
治
氏
ま
で
オ
ー
バ
ー
を
脱
ぎ
兼
ね
て
居
は
、
四
間
に
十
八
間
の
幄
舎
二
棟
は
一
万

の
参
列
者
を
入
れ
る
為
に
設
け
ら
れ
た
と
云
ふ
が
、
実
際
の
数
は
二
棟
で
一
千
に
も
満
た
ず
、
雨
に
濡
れ
た
浄
白
の
腰
掛
け
は
が
り
空
で
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あ
つ
た
。
と
見
る
参
列
者
の
席
は
陸
海
軍
諸
星
の
綺
羅
美
や
か
な
礼
装
に
埋
ま
れ
て
今
日
を
盛
り
に
軍
国
の
花
が
一
時
に
咲
き
揃
つ
た
や

う
だ
。
山
梨
陸
相
の
肩
に
大
将
の
章
星
が
誠
に
悠
然
と
誇
ら
か
に
見
え
る
、

　

左
側
の
最
前
列
に
は
東
郷
元
帥
が
彼
の
深
い
沈
黙
の
口
を
神
経
的
に
顫
は
し
て
居
る
。
高
橋
首
相
と
内
田
外
相
、
山
本
農
相
、
床
次
内

相
等
が
相
並
ん
で
静
か
に
控
え
た
後
に
、
中
橋
文
相
は
野
田
逓
相
の
太
い
頭
の
上
に
囁
い
て
は
微
笑
し
て
居
る
。
祭
壇
て
供
饌
の
式
が
始

ま
つ
て
も
止
め
な
い
。
後
藤
市
長
も
鼻
眼
鏡
を
大
岡
育
造
氏
に
向
け
て
は
白
い
手
袋
の
指
で
物
真
似
を
し
な
が
ら
話
込
ん
で
居
た
。
直
ぐ

後
の
加
藤
総
裁
は
黙
々
と
し
て
祭
場
か
ら
眼
を
離
さ
な
い
。
山
梨
陸
相
が
曽
我
子
を
顧
み
て
囁
い
て
居
る
の
に
引
代
へ
て
、
田
中
大
将
が

太
い
唇
を
堅
く
結
ん
で
居
る
の
が
参
列
者
の
注
意
を
集
め
た
。

　
病
褥
の
貞
子
未
亡
人
　
枕
を
も
た
げ
て
別
れ
の
涙

　

山
縣
公
国
葬
の
日
、
貞
子
未
亡
人
は
去
る
一
日
の
深
夜
小
田
原
か
ら
公
の
遺
骸
を
護
つ
て
帰
京
し
て
以
来
、
風
邪
の
為
め
麹
町
五
番
町

の
自
邸
で
病
褥
に
就
い
た
儘
家
人
の
看
護
を
受
け
て
居
り
、
蔵
相
官
邸
へ
も
家
人
を
遣
は
し
て
懇
に
別
れ
を
惜
ん
だ
け
で
あ
つ
た
。

　
見
当
ら
ぬ
喪
章
　
国
葬
と
し
て
は
珍
ら
し
い

　

沿
道
第
一
の
人
出
は
内
幸
町
の
曲
り
角
で
帝
国
ホ
テ
ル
横
に
積
ま
れ
た
建
築
材
料
を
い
ゝ
足
場
に
し
て
「
こ
れ
や
あ
よ
く
見
ねマ
マ

る
」
と

得
意
が
る
不
謹
慎
さ
。
勧
銀
横
に
掘
ら
れ
た
大
溝
に
渡
さ
れ
た
丸
太
が
辷
っ
て
サ
ン
ブ
と
ば
か
り
泥
水
の
中
に
落
ち
込
む
気
の
毒
さ
。
夫

に
し
て
も
道
路
民
衆
中
に
喪
章
佩
用
者
の
殆
ん
ど
見
当
ら
な
か
つ
た
の
は
国
葬
と
し
て
稀
ら
し
い
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
入
場
券
の
三
分
一
　
許
さ
れ
た
一
般
参
拝
　
予
定
を
卅
分
早
め
て

　

伊
三
郎
氏
夫
妻
を
初
め
近
親
達
が
し
ほ
し
ほ
と
斎
場
を
退
く
と
直
ぐ
、
予
定
の
十
二
時
を
三
十
分
早
め
て
一
般
参
拝
を
許
し
た
。
一
般

と
云
つ
て
も
特
に
山
縣
家
か
ら
入
場
券
を
渡
さ
れ
た
向
き
ば
か
り
で
、
山
縣
公
が
狂
介
の
昔
か
ら
元
帥
と
時
め
く
迄
の
友
達
或
は
世
話
に

な
つ
た
人
々
、
書
生
、
下
女
す
べ
て
家
の
子
郎
党
で
あ
つ
て
、
入
場
券
は
二
千
枚
出
し
た
と
い
ふ
が
地
方
に
も
亙
つ
て
居
る
故
も
あ
ら
う
、

約
七
百
人
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
終
り
に
小
田
原
青
年
団
の
代
表
者
も
特
に
許
さ
れ
て
参
拝
し
た
。
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霊
柩
葬
場
へ
　
黒
布
を
纏
う
て
棺
側
に
　
従
ふ
遺
愛
の
軍
馬
　
伊
三
郎
氏
の
喪
主
姿

　

午
前
八
時
四
十
分
―
―
山
縣
公
の
霊
柩
は
国
葬
事
務
所
蔵
相
官
邸
の
奥
の
間
か
ら
近
衛
の
卒
十
人
の
手
で
玄
関
に
搬
び
出
さ
れ
た
。
重

い
浅
黄
無
地
の
綸
子
に
被
は
れ
た
白
木
の
霊
柩
の
上
に
は
、
公
が
一
世
の
栄
を
語
る
元
帥
の
大
礼
服
と
軍
帽
が
朝
曇
り
の
中
に
鈍
く
光
る

他
何
の
装
飾
も
な
い
。
搬
ば
れ
た
霊
柩
は
静
か
に
ワ
ニ
ス
塗
り
の
真
新
し
い
砲
車
に
遷
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
に
続
い
て
奥
元
帥
が
暗
然
と

し
て
出
る
。
泣
き
出
し
さ
う
な
顔
を
し
た
田
中
義
一
大
将
が
礼
帽
を
抱
へ
て
砲
車
の
側
に
寄
り
添
ふ
。
山
梨
陸
相
、
島
村
、
松
川
、
加
藤

（
定
吉
）、
柴
、
川
村
、
山
下
、
有
馬
、
大
庭
大
島
の
各
陸
海
軍
大
将
が
脱
帽
し
て
階
段
を
下
り
る
。
清
浦
枢
密
院
議
長
、
有
松
、
一
木
、

井
上
（
勝
之
助
）
曽
我
各
枢
密
顧
問
、
西
園
寺
、
下
條
式
部
官
が
続
く
。
何
れ
も
最
高
の
金
ピ
カ
大
礼
服
で
あ
る
。
五
十
分
、
霊
柩
を
載

せ
た
砲
車
は
前
後
二
十
二
人
の
兵
卒
が
黒
房
の
綱
を
執
つ
て
静
々
と
軋
り
出
す
。砲
車
の
前
に
は
黒
布
を
纏
は
せ
た
公
が
遺
愛
の
軍
馬
が
、

今
は
亡
き
主
の
最
後
の
門
出
に
従
ふ
の
も
哀
れ
深
い
。
折
柄
参
謀
本
部
前
で
打
ち
出
す
十
九
発
の
弔
砲
が
殷
々
と
響
き
渡
り
、
官
邸
の
側

か
ら
は
軍
楽
隊
の
哀
の
曲
が
歔
欷
く
や
う
に
流
れ
て
来
る
。
病
余
の
体
を
狩
衣
姿
に
、
悄
然
と
し
た
嗣
子
伊
三
郎
氏
の
藁
沓
の
足
ど
り
も

重
く
、
官
邸
の
塀
に
沿
う
て
居
並
ん
だ
山
縣
家
の
家
従
、
召
使
達
の
喪
服
姿
に
打
萎
れ
た
様
も
人
目
を
惹
い
た
。
斯
く
て
霊
柩
は
数
十
旒

の
銘
旗
、
御
下
賜
の
真
榊
、
数
多
く
の
勲
章
を
捧
げ
た
前
後
を
陸
海
軍
の
儀
仗
兵
に
衛
ら
れ
て
日
比
谷
の
葬
場
へ
と
向
つ
た
。
是
よ
り
先
、

蔵
相
官
邸
は
午
前
七
時
に
行
ふ
発
柩
祭
の
準
備
に
大
島
、
平
田
正
副
斎
主
を
初
め
葬
儀
委
員
は
、
未
明
の
頃
か
ら
参
集
し
て
霊
前
に
型
の

如
く
祭
文
を
白
し
、午
前
八
時
前
後
に
棺
側
侍
列
の
元
帥
、大
将
、顧
問
官
が
自
動
車
を
乗
つ
け
一
て
し
き
り
忙
し
く
準
備
に
従
つ
て
ゐ
た
。

　
儀
仗
隊
物
々
し
く
　
白
丁
姿
の
小
田
原
青
年
団
が
真
榊
を
捧
げ
て

　

大
蔵
大
臣
官
邸
か
ら
霞
ヶ
関
外
務
省
角
を
右
に
曲
り
、
更
に
左
折
し
て
斎
場
に
達
す
る
沿
道
は
、
儀
仗
兵
が
ぎ
つ
し
り
と
隙
間
な
く
堵

列
し
、外
務
省
傍
に
は
士
官
学
校
幼
年
学
校
生
徒
が
行
儀
よ
く
並
ん
だ
。送
葬
の
民
衆
は
早
朝
か
ら
昨
夜
の
雨
の
泥
濘
を
物
と
も
せ
ず
続
々

と
集
ま
つ
て
来
る
。
警
官
は
声
を
嗄
し
て
忙
が
し
げ
に
整
理
す
る
。
独
逸
大
使
館
の
門
前
に
控
へ
た
館
員
の
間
に
ゾ
ル
フ
大
使
の
令
息
令

嬢
が
物
珍
ら
し
げ
に
眼
を
瞠
つ
て
居
る
。
朝
来
晴
る
か
と
思
へ
ば
曇
り
、
曇
る
か
と
思
へ
ば
雲
が
切
れ
て
、
如
月
の
悲
し
げ
な
薄
い
光
が

空
中
に
降
り
か
ゝ
る
。
か
く
て
九
時
五
分
、
葬
列
の
先
駆
は
外
務
省
の
角
を
曲
つ
て
現
れ
た
。
軍
楽
隊
の
奏
す
る
「
哀
の
曲
」
の
旋
律
は

徐
ろ
に
涙
を
唆
り
、
喇
叭
手
の
吹
く
哀
調
は
今
更
に
故
人
の
面
影
を
偲
ば
せ
る
。
両
陛
下
東
宮
殿
下
の
御
榊
は
小
田
原
青
年
団
が
白
丁
姿
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で
静
々
と
捧
げ
る
。
陸
海
軍
将
校
の
捧
持
し
た
勲
章
は
燦
然
と
輝
く
。
次
で
霊
柩
は
奥
、
川
村
両
元
帥
、
田
中
大
将
等
に
護
ら
れ
、
粛
々

と
霞
が
関
の
坂
を
下
つ
て
来
る
。
泥
濘
の
道
を
軋
る
柩
車
の
轍
の
音
は
重
く
右
側
の
最
先
に
侍
し
た
田
中
大
将
は
、
頭
を
左
右
に
振
つ
た

り
仰
い
だ
り
俯
い
た
り
感
慨
無
量
の
体
で
黙
々
と
歩
を
運
ぶ
。
次
の
会
葬
者
に
交
つ
て
外
務
武
官
の
服
装
が
一
層
人
目
を
引
き
、
大
井
、

西
川
両
陸
軍
の
指
揮
刀
も
光
つ
て
、
九
時
廿
五
分
葬
列
は
外
務
省
角
を
過
ぎ
斎
場
に
向
つ
た
。

　
閑
散
な
浅
草
公
園
　
吉
原
も
歌
舞
音
曲
は
遠
慮

　

今
日
は
山
公
国
葬
儀
当
日
な
の
で
、
浅
草
公
園
の
諸
興
行
物
は
警
視
庁
の
寛
大
な
申
渡
し
に
依
つ
て
、
午
前
中
だ
け
敬
意
を
表
し
て
興

行
を
遠
慮
し
た
の
で
、
公
演
は
至
極
閑
散
で
あ
つ
た
。
午
後
は
平
素
と
変
わ
り
な
く
開
演
し
、
尚
近
々
の
う
ち
各
活
動
写
真
館
で
国
葬
の

光
景
を
映
す
筈
で
あ
る
。
又
吉
原
遊
郭
は
三
業
組
合
で
協
議
の
結
果
、
今
日
一
日
歌
舞
音
曲
を
遠
慮
す
る
事
と
な
つ
た
。
因
に
今
日
市
内

各
小
学
校
に
於
て
は
生
徒
を
集
め
て
、
校
長
か
ら
故
山
縣
公
生
前
の
勲
功
に
付
き
講
話
す
る
所
が
あ
つ
た
。

　
葬
場
外
の
雑
沓
　
声
を
嗄
ら
し
た
警
官
　
雪
崩
を
打
つ
電
車
通

　

懸
念
さ
れ
た
雨
は
カ
ラ
ッ
リ
と
晴
れ
た
日
比
谷
の
周
囲
に
は
、
泥
濘
の
中
を
数
百
の
警
官
が
引
切
な
し
に
動
い
て
ゐ
る
。
其
の
間
を
馬

上
高
く
指
揮
官
が
疾
駆
し
何
や
ら
盛
ん
に
指
図
す
る
。
今
日
の
国
葬
儀
の
警
戒
で
あ
る
。
愛
国
生
命
前
か
ら
内
幸
町
停
留
所
に
至
る
両
側

は
大
縄
で
仕
切
り
群
衆
の
溢
れ
る
の
を
防
い
で
ゐ
る
。
公
を
偲
ぶ
人
、
今
日
の
国
葬
儀
を
見
落
す
ま
い
と
の
数
知
れ
ぬ
群
衆
が
盛
に
電
車

か
ら
吐
き
出
さ
れ
公
園
の
周
り
に
蝟
集
す
る
。
そ
れ
が
八
時
頃
だ
、
鯨
幕
の
幕
舎
の
設
け
ら
れ
た
幸
門
に
は
多
数
の
憲
兵
、
警
官
が
参
列

者
外
に
は
一
人
も
入
れ
ま
い
と
睨
ん
で
ゐ
る
。
群
衆
は
刻
々
日
比
谷
を
取
囲
い
て
、
交
叉
点
か
ら
内
幸
町
の
両
側
は
ギ
ッ
シ
リ
と
詰
寄
せ

て
、
も
う
押
す
な
押
す
な
の
混
雑
だ
。
内
幸
町
よ
り
外
務
省
に
通
ず
る
大
道
路
は
輜
重
、
砲
兵
、
歩
兵
の
約
一
個
大
隊
が
右
側
に
、
海
軍

が
左
側
に
整
然
と
堵
列
し
、
司
法
省
裏
通
り
に
は
道
一
杯
に
自
動
車
が
置
か
れ
て
あ
る
。
斯
う
し
た
騒
々
し
い
群
衆
の
中
を
消
魂
し
い
爆

音
を
立
て
ゝ
自
動
車
が
疾
駆
し
、
大
礼
服
美
美
し
い
文
武
官
が
会
場
内
に
消
え
て
行
く
。
霊
柩
出
発
間
近
の
九
時
前
十
分
も
う
幸
町
附
近

の
混
雑
は
名
伏
し
難
く
、
嗄
声
の
警
官
が
「
押
し
て
は
い
け
な
い
、
い
け
な
い
」
と
懸
命
に
怒
鳴
り
、
忽
ち
警
官
の
人
垣
が
作
ら
れ
る
。

工
事
中
の
帝
国
ホ
テ
ル
の
柵
に
攀
ぢ
登
る
人
、「
帽
子
を
取
つ
て
下
さ
い
」
と
叫
ぶ
人
「
押
す
の
は
誰
だ
」
と
警
官
は
も
う
血
眼
だ
。「
誰
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だ
と
名
乗
る
馬
鹿
が
あ
る
か
」
と
怒
鳴
り
返
す
の
も
あ
る
。
婦
人
連
は
金
切
り
声
だ
。
か
く
て
九
時
電
車
は
パ
ッ
ト
止
ま
つ
た
。
静
ま
り

返
つ
た
群
衆
は
今
か
今
か
と
霊
柩
の
到
着
を
待
つ
。
折
し
も
楽
の
音
悲
し
く
、近
衛
騎
兵
徒
歩
の
儀
仗
が
到
着
す
る
。
群
衆
の
中
か
ら「
脱

帽
」
と
云
ふ
声
が
す
る
。
幸
町
の
堵
列
隊
か
ら
の
哀
愁
籠
つ
た
喇
叭
は
悲
し
く
人
の
胸
を
刺
し
、
群
衆
は
均
し
く
頭
を
垂
れ
る
。
三
十
分

に
余
る
葬
列
が
公
園
内
に
消
え
る
や
、
群
衆
は
ド
ッ
ト
電
車
通
り
に
溢
れ
た
。
ス
ワ
大
変
と
警
官
が
右
往
左
往
し
て
制
止
す
る
。「
あ
ち

ら
か
ら
、
あ
ち
ら
か
ら
」
後
か
ら
後
か
ら
と
続
く
人
波
に
電
車
も
通
り
か
ね
て
大
変
な
雑
沓
だ
。
一
方
警
視
庁
前
の
濠
端
か
ら
大
手
町
附

近
電
車
の
両
側
に
は
数
万
の
群
衆
が
刻
々
と
増
加
し
、
午
後
一
時
の
発
柩
を
待
つ
て
ゐ
る
。
日
比
谷
交
叉
点
で
は
交
通
整
理
の
警
官
が
汗

だ
く
で
手
を
揚
げ
下
げ
し
て
ゐ
た
。

　
混
雑
加
る
　
霊
柩
音
羽
へ

　

零
時
過
ぎ
る
頃
か
ら
群
集
は
益
加
は
り
、
内
幸
町
か
ら
大
手
町
に
至
る
電
車
沿
道
は
ハ
チ
切
れ
さ
う
に
な
る
。
一
時
霊
柩
が
幸
門
か
ら

出
て
来
る
と
警
官
の
制
止
も
聞
か
ば
こ
そ
、「
見
え
な
い
、見
え
な
い
」と
人
波
は
電
車
道
に
溢
れ
出
で
、電
車
は
し
ば
し
立
往
生
と
な
つ
た
。

　
護
国
寺
に
埋
葬
　
墓
標
高
く
立
つ
は
　
暮
靄
深
き
午
後
七
時

　

厳
か
な
葬
場
祭
終
了
後
、
約
一
時
間
半
に
亙
つ
て
一
般
の
礼
拝
を
許
し
た
後
、
午
後
一
時
霊
柩
は
自
動
車
に
移
さ
れ
、
清
浦
委
員
長
、

喪
主
伊
三
郎
氏
以
下
家
族
近
親
者
葬
儀
係
各
自
動
車
に
分
乗
し
て
、
二
個
中
隊
の
儀
仗
騎
兵
に
護
ら
れ
、
棺
側
に
は
横
道
、
国
司
各
陸
軍

少
将
、
三
好
騎
兵
大
佐
、
林
同
少
佐
随
従
、
大
手
町
憲
兵
隊
司
令
部
角
を
濠
端
に
出
で
、
文
部
省
前
九
段
坂
下
か
ら
順
路
市
民
の
黙
送
裡

に
江
戸
川
橋
か
ら
一
筋
に
音
羽
護
国
寺
に
向
ふ
。
午
後
二
時
半
過
ぎ
、
霊
柩
が
霊
域
に
到
着
す
る
や
、
清
浦
委
員
長
初
め
葬
儀
掛
り
着
席
、

白
丁
は
霊
柩
を
□
前
に
安
置
し
、
続
い
て
墓
誌
銘
と
共
に
□
に
斂
め
、
喪
主
伊
三
郎
氏
を
初
め
家
族
親
族
特
別
縁
故
者
の
手
で
柩
は
土
深

く
掩
は
れ
、
直
に
「
故
議
定
官
枢
密
院
議
長
元
帥
陸
軍
大
将
公
爵
山
縣
有
朋
之
墓
」
と
墨
痕
鮮
か
に
記
さ
れ
た
大
墓
標
が
立
て
ら
れ
る
。

其
間
に
も
一
対
の
燈
籠
を
立
て
燈
を
点
じ
、
次
で
神
饌
を
供
へ
、
大
島
斎
主
葬
詞
を
白
し
、
喪
主
家
族
以
下
最
後
の
礼
拝
を
終
り
、
暮
靄

漸
く
深
く
、
茲
に
埋
葬
の
儀
式
は
終
る
。
時
に
七
時
。
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史
料
三
　『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
十
日
（
金
）　
夕
刊
二
面

　「
柩
車
は
粛
々
と
行
く
　
両
師
団
の
士
卒
に
護
ら
れ
て

　
日
比
谷
の
山
縣
公
国
葬
　
沿
道
に
溢
る
ゝ
群
衆
の
波
」

　

哀
し
き
最
後
の
通
夜
は
伊
三
郎
氏
以
下
親
近
者
、
葬
儀
委
員
、
縁
故
者
等
に
依
つ
て
行
は
れ
、
雨
の
夜
は
故
ら
に
打
ち
湿
り
て
九
日
と

な
っ
た
。
午
前
六
時
半
、大
島
、平
田
正
副
斎
主
以
下
、各
祭
官
出
仕
し
て
装
飾
し
、同
七
時
喪
主
伊
三
郎
氏
、同
夫
人
以
下
近
親
者
、清
浦
、

三
土
正
副
委
員
長
以
下
、
各
葬
儀
委
員
着
床
、
奏
楽
中
に
神
饌
を
奠
し
、
大
島
斎
主
は
霊
前
に
恭
し
く
祭
詞
を
白
す
。
終
つ
て
喪
主
伊
三

郎
氏
を
始
め
家
族
親
族
以
下
葬
儀
委
員
拝
礼
玉
串
を
捧
げ
、
再
び
奏
楽
裡
に
神
饌
を
撤
し
各
退
下
、
茲
に
発
柩
祭
を
終
り
、
愈
霊
柩
発
引

の
準
備
に
取
り
掛
つ
た
。

　

斯
く
て
午
前
八
時
前
後
に
棺
側
侍
列
の
元
帥
大
将
、
顧
問
官
等
自
動
車
を
乗
り
着
け
、
一
方
大
井
陸
海
軍
儀
仗
兵
、
諸
兵
指
揮
官
の
指

揮
せ
る
近
衛
、
第
一
両
師
団
各
隊
の
半
数
は
蔵
相
邸
か
ら
霞
ヶ
関
外
務
省
角
を
右
に
曲
り
、
更
に
左
折
し
て
斎
場
に
達
す
る
沿
道
に
ギ
ツ

シ
リ
と
隙
間
も
な
く
堵
列
し
、
外
務
省
脇
に
は
士
官
学
校
、
幼
年
学
校
生
徒
が
行
儀
よ
く
列
ん
だ
。
葬
送
の
民
衆
は
早
朝
か
ら
昨
夜
の
雨

の
泥
濘
を
物
と
も
せ
ず
、
続
々
と
其
背
後
に
集
つ
て
来
る
。
警
官
は
声
を
嗄
ら
し
て
忙
し
げ
に
整
理
す
る
。
一
般
葬
儀
送
列
者
は
早
く
よ

り
文
部
大
臣
官
舎
及
び
永
田
町
小
学
校
に
参
集
し
、
発
柩
を
待
ち
つ
ゝ
あ
る
。
朝
来
晴
れ
る
か
と
思
へ
ば
曇
り
、
曇
る
か
と
思
へ
ば
雲
が

断
れ
て
、
如
月
の
悲
し
げ
な
薄
い
光
り
が
空
中
に
降
り
懸
る
。

　
霊
柩
出
づ
　
形
見
の
大
礼
服

　

軈
て
午
前
八
時
四
十
分
、
悲
調
を
帯
び
た
一
声
の
喇
叭
吹
奏
せ
ら
る
ゝ
や
、
山
縣
公
の
霊
柩
は
国
葬
事
務
所
蔵
相
官
邸
の
奥
の
間
か
ら

近
衛
の
卒
十
人
の
手
で
玄
関
に
運
び
出
さ
れ
た
。
重
い
浅
黄
無
地
の
綸
子
に
蔽
わ
れ
た
白
木
の
霊
柩
の
上
に
は
、
公
が
一
世
の
栄
達
を
物

語
る
元
帥
の
大
礼
服
と
軍
帽
が
朝
曇
り
の
裡
に
鈍
く
光
る
外
は
何
の
装
飾
も
な
い
。
運
ば
れ
た
霊
柩
は
静
か
に
ワ
ニ
ス
塗
り
の
真
新
し
い

砲
車
に
遷
さ
れ
る
。

　

其
後
に
続
い
て
奥
元
帥
が
暗
然
と
し
て
出
る
。
泣
出
し
さ
う
な
顔
を
し
た
田
中
義
一
大
将
が
礼
帽
を
抱
へ
て
砲
車
に
寄
添
ふ
。
山
梨
陸
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相
、
島
村
、
松
川
、
加
藤(

定
吉)

、
柴
、
川
村
、
山
下
、
有
馬
、
大
庭
、
大
島
の
各
陸
海
大
将
が
脱
帽
し
て
階
段
を
降
り
る
。
い
づ
れ

も
棺
側
に
添
ふ
人
々
で
あ
る
。
清
浦
枢
密
院
議
長
、
有
松
、
一
木
、
井
上(

勝
之
助)

、
曽
我
の
各
枢
密
顧
問
官
、
西
園
寺
、
下
條
両
式

部
官
が
続
く
。
孰
れ
も
最
高
の
金
ピ
カ
大
礼
服
で
あ
る
。

　

同
五
十
分
、
霊
柩
を
載
せ
た
砲
車
は
前
後
二
十
二
人
の
兵
卒
が
黒
麻
の
縄
を
採
つ
て
静
々
と
軋
り
出
し
た
。
砲
車
の
前
に
は
、
公
が
遺

愛
の
軍
馬
が
黒
布
に
覆
は
れ
て
今
は
亡
き
主
の
最
後
の
門
出
に
随
ふ
の
は
哀
れ
深
い
。

　
藁
沓
重
き 
喪
服
の
伊
三
郎
氏

　

折
柄
参
謀
本
部
前
で
打
出
す
十
九
発
の
弔
砲
殷
々
と
し
て
響
き
渡
り
、
官
邸
の
側
か
ら
は
軍
楽
隊
の
「
哀
み
の
極
」
が
流
れ
て
来
る
。

病
余
の
体
躯
を
狩
衣
姿
に
悄
然
と
し
た
嗣
子
伊
三
郎
氏
が
、
藁
沓
の
足
取
り
も
重
く
、
官
邸
の
塀
に
添
う
て
居
並
ぶ
山
縣
家
の
家
従
、
召

使
達
の
喪
服
姿
に
打
悄
れ
た
様
も
人
目
を
惹
い
た
。

　

斯
く
て
霊
柩
は
数
十
旒
の
銘
旗
、
両
陛
下
、
摂
政
宮
殿
下
御
下
賜
の
真
榊
、
数
多
く
の
勲
章
と
共
に
前
後
を
海
軍
の
儀
仗
兵
に
衛
ら
れ

て
、
日
比
谷
の
葬
場
へ
と
向
ひ
、
九
時
五
分
葬
列
の
先
駆
は
外
務
省
の
角
を
曲
つ
た
。

　

泥
濘
の
路
を
軋
る
柩
車
の
轍
の
音
は
重
く
、
民
衆
の
胸
を
撲
つ
た
。
会
葬
者
に
交
つ
て
外
国
武
官
の
服
装
が
一
層
人
目
を
惹
き
、
大
井
、

西
川
両
将
軍
の
指
揮
刀
は
映
ゆ
く
光
つ
た
。
折
柄
懸
念
さ
れ
た
空
は
カ
ラ
リ
と
晴
れ
た
。

　
人
海
嘯
の
斎
場
前
　
葬
列
は
静
に
式
場
に
消
え
た

　

一
方
日
比
谷
の
周
囲
に
は
泥
濘
の
中
を
数
百
の
警
官
が
引
つ
き
り
な
し
に
右
往
左
往
す
る
。
其
間
を
馬
上
高
く
指
揮
官
が
疾
駆
し
、
何

や
ら
盛
ん
に
指
揮
す
る
。
今
日
の
国
葬
儀
の
警
戒
で
あ
る
。
愛
国
生
命
保
険
会
社
前
か
ら
内
幸
町
停
留
所
に
至
る
両
側
は
、大
縄
で
劃
り
、

群
集
の
溢
れ
る
の
を
堰
い
て
居
る
。
公
を
偲
ぶ
人
、
今
日
の
国
葬
儀
を
見
落
す
ま
い
と
数
知
れ
ぬ
群
集
が
盛
に
電
車
か
ら
吐
出
さ
れ
、
公

園
の
周
囲
に
蝟
集
す
る
。

　

鯨
幕
の
幄
舎
が
建
て
ら
れ
た
幸
門
に
は
、多
数
の
憲
兵
警
官
が
参
列
者
外
は
一
人
も
入
れ
ま
い
と
物
々
し
く
睨
ん
で
ゐ
る
。群
集
は
刻
々

日
比
谷
を
取
り
囲
ん
で
、
日
比
谷
交
叉
点
か
ら
内
幸
町
の
両
側
へ
ぎ
つ
し
り
詰
寄
せ
て
押
す
な
押
す
な
の
混
雑
だ
。
内
幸
町
か
ら
外
務
省



－ 81 － 34

小林　道彦

に
通
ず
る
大
道
は
、
輜
重
、
砲
兵
、
歩
兵
の
各
一
個
大
隊
が
右
側
に
、
海
軍
が
左
側
に
所
剰
さ
す
整
然
と
堵
列
し
、
司
法
省
裏
通
り
に
は

道
一
杯
に
自
動
車
が
置
か
れ
て
あ
る
。

　

斯
う
し
た
騒
々
し
い
群
集
の
中
を
、
喧
ま
し
い
爆
音
を
た
て
ゝ
自
動
車
が
疾
駆
し
、
大
礼
服
美
々
し
い
文
武
官
が
斎
場
内
に
消
え
て
行

く
。
霊
柩
出
発
間
際
の
九
時
前
十
分
、
最
早
幸
町
附
近
の
混
雑
は
名
状
し
難
い
。
工
事
中
の
帝
国
ホ
テ
ル
の
柵
に
攀
ぢ
登
る
人
、
帽
子
を

脱
れ
と
叫
ぶ
人
、
押
す
の
は
誰
だ
と
血
眼
の
警
官
。
斯
て
九
時
電
車
は
パ
ツ
と
止
ま
つ
た
。

　

午
前
九
時
半
、
楽
の
音
悲
し
く
人
の
胸
を
衝
い
て
、
近
衛
騎
兵
徒
歩
の
儀
仗
が
到
着
し
た
。「
脱
帽
」
の
声
が
忽
ち
起
る
。
群
集
は
斉

し
く
頭
を
垂
れ
る
。
蜒
蜿
と
続
く
儀
仗
兵
の
後
方
に
、
小
田
原
か
ら
上
京
し
た
青
年
団
の
白
丁
が
静
か
に
通
る
。
喪
主
の
悲
し
げ
な
顔
、

可
憐
な
新
男
爵
有
光
氏
の
姿
が
見
え
る
。

　

多
数
の
元
帥
、
大
将
等
に
擁
せ
ら
れ
て
、
公
の
霊
柩
は
徐
々
と
過
ぎ
る
頃
、
湿
や
か
な
気
は
一
面
に
漲
つ
て
、
歔
欷
す
る
者
、
眼
を
屡

叩
く
老
人
、
三
十
分
に
余
る
葬
列
が
公
園
内
に
消
入
る
や
、
一
隊
の
群
集
は
ド
ツ
と
電
車
通
り
に
溢
れ
出
た
。「
素
破
」
と
警
官
隊
が
七

花
八
裂
て
制
止
す
る
。
海
嘯
の
や
う
な
混
雑
だ
。
一
方
警
視
庁
前
の
壕
端
か
ら
大
手
町
附
近
迄
電
車
の
両
側
に
は
、
数
万
の
群
衆
刻
々
増

加
し
、
午
後
一
時
の
発
柩
を
待
つ
。
日
比
谷
交
叉
点
で
は
、
交
通
整
理
の
警
官
が
汗
だ
く
で
手
を
挙
げ
下
げ
す
る
。

　
金き

ん
モ
ー
ル繍
に
埋
ま
る
式
場

　

翻
っ
て
、
式
場
に
は
雲
を
漏
れ
る
射
光
が
正
門
を
描
く
白
布
の
大
鳥
居
に
映
発
し
て
、
清
く
敷
詰
め
た
多
摩
川
砂
利
も
打
湿
り
勝
ち
で

あ
る
。
鯨
幕
で
囲
ん
だ
大
天
幕
張
り
の
幄
舎
二
棟
、
長
く
両
側
に
建
ち
並
び
、
正
面
に
建
つ
白
木
造
り
杮
皮
葺
の
斎
場
は
同
じ
く
鯨
幕
で

鎖
さ
れ
、
各
宮
家
、
国
務
大
臣
、
枢
密
顧
問
官
を
始
め
二
百
余
対
の
真
榊
、
花
環
、
花
束
は
斎
場
の
周
囲
を
所
狭
き
ま
で
に
取
巻
い
て
ゐ

る
。
勅
使
黒
田
侍
従
、
皇
后
宮
御
使
三
條
主
事
、
東
宮
御
使
本
田
侍
従
、
閑
院
、
梨
本
、
山
階
、
華
頂
各
宮
殿
下
、
李
王
世
子
殿
下
を
始

め
奉
り
、
先
着
の
文
武
百
官
は
大
礼
服
の
胸
を
輝
や
か
せ
て
続
々
参
入
し
、
幄
舎
の
内
外
は
時
な
ら
ぬ
黄
金
の
林
を
造
る
。
午
前
九
時
半
、

悲
調
の
奏
楽
が
遥
か
正
門
の
外
か
ら
湧
い
た
。

　

此
時
「
勳
一
等
…
…
」
と
式
場
係
り
の
声
が
聞
え
て
、
高
等
官
一
等
か
ら
公
、
侯
爵
、
従
二
位
、
錦
鶏
間
祇
侯
と
宮
中
席
次
の
爵
位
勳

等
が
式
場
着
席
の
順
に
呼
び
上
げ
ら
れ
た
。「
勅
任
扱
ひ
外
国
人
」
の
呼
声
が
聞
え
た
時
は
、
何
処
か
に
失
笑
が
湧
い
て
緊
張
し
た
辺
が
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一
寸
打
寛
ろ
い
だ
。

　

剣
杷
を
握
っ
た
井
上
元
帥
、
田
所
貴
族
院
議
長
、
横
田
長
官
、
木
下
鉄
道
勅
参
等
が
夫
々
着
席
し
て
行
く
。
四
間
に
十
八
間
の
幄
舎
二

棟
は
一
万
の
参
列
者
を
入
れ
る
為
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
が
、
実
際
の
数
は
二
棟
で
一
千
に
も
満
た
す
、
雨
に
濡
れ
た
浄
白
な
腰

掛
は
ガ
ラ
空
き
で
あ
つ
た
。
唯
見
る
参
列
者
の
席
は
将
星
の
綺
羅
び
や
か
な
礼
装
に
埋
ま
れ
て
、
今
日
は
軍
国
の
花
が
一
時
に
咲
き
揃
つ

た
様
で
あ
る

　

最
前
列
に
は
東
郷
元
帥
が
深
い
沈
黙
の
口
を
神
経
的
に
顫
は
し
、
高
橋
首
相
と
内
田
外
相
、
山
本
農
相
、
床
次
内
相
等
が
打
列
ん
で
静

か
に
控
へ
た
後
に
、
中
橋
文
相
は
野
田
逓
相
の
巨
き
い
頭
の
上
に
囁
や
い
て
微
笑
し
て
ゐ
た
。
後
藤
市
長
の
鼻
眼
鏡
、
加
藤
総
裁
の
顔
も

見
え
た
。

　
壮
厳
を
極
め
た
祭
儀
　
栄
誉
を
語
る
勲
章
を
正
面
に

　
「
気
を
附
け
」
の
喇
叭
が
続
い
て
起
る
。
霊
柩
は
斎
場
に
着
い
た
の
で
あ
る
。
雑
色
の
持
つ
白
旗
八
旒
、
鉾
楯
二
対
、
大
島
斎
主
、
平

田
副
斎
主
等
を
先
頭
に
、「
議
定
官
枢
密
院
議
長
元
帥
陸
軍
大
将
従
一
位
大
勲
位
功
一
級
公
爵
山
縣
有
朋
之
柩
」
と
記
き
流
し
た
一
旒
の

銘
旗
と
共
に
、
霊
柩
は
砲
車
の
軋
り
静
か
に
斎
場
幔
門
内
に
入
っ
た
。
楽
師
の
道
楽
が
一
し
き
り
続
く
。
参
列
者
は
斉
し
く
襟
を
正
し
て

目
礼
す
る
。

　

竹
杖
を
持
つ
喪
主
伊
三
郎
子
、
黒
の
喪
服
を
纏
っ
た
同
夫
人
、
船
越
男
夫
人
、
狩
衣
姿
の
古
口
家
令
、
正
装
の
吉
江
副
官
等
の
近
親
家

族
席
の
中
に
は
、
看
護
婦
等
の
打
沈
ん
だ
顔
も
交
る
。
清
浦
葬
儀
委
員
長
、
三
土
副
委
員
長
其
他
の
委
員
、
勅
使
、
皇
后
宮
御
使
、
東
宮

御
使
、
各
皇
族
王
族
御
使
の
着
床
、
斎
場
の
幔
門
は
奏
楽
裏
に
開
か
れ
た
。

　

打
ち
見
れ
ば
、
正
面
に
安
置
さ
れ
た
浅
葱
色
で
掩
は
れ
た
霊
柩
の
上
に
は
、
元
帥
陸
軍
大
将
の
正
帽
、
正
装
、
軍
刀
を
置
き
、
其
前
に

は
菊
花
章
頸
飾
、
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
、
勳
一
等
旭
日
桐
花
大
綬
章
、
功
一
級
金
鴟
勲
章
を
始
め
、
英
国
メ
リ
ツ
ト
勲
章
、
仏
国
レ
ジ
オ

ル
ノ
ー
ド
第
一
等
勲
章
等
、
故
元
帥
の
偉
勲
を
誇
り
額
に
飾
ら
れ
て
あ
る
。
斯
く
て
式
は
奏
楽
献
饌
の
儀
を
以
て
始
ま
り
、
大
島
斎
主
恭

し
く
神
前
に
進
み
、
悲
痛
の
声
調
を
罩
め
て
祭
詞
を
白
す
。
門
外
儀
仗
隊
は
三
度
び
軍
楽
を
奏
し
殷
々
た
る
十
九
発
の
弔
砲
続
い
て
帝
都

の
空
に
鳴
り
亙
る
。
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平
田
副
斎
主
代
つ
て
故
公
爵
の
偉
績
を
頌
し
、
勅
使
皇
后
宮
東
宮
皇
族
□
主
の
順
で
、
参
列
諸
員
一
同
礼
拝
の
玉
串
を
捧
げ
、
午
前

十
一
時
滞
り
な
く
式
を
閉
ぢ
た
。
斯
く
て
伊
三
郎
氏
夫
妻
親
族
が
最
後
に
静
々
と
斎
場
を
退
く
と
、
直
ぐ
予
定
の
十
二
時
を
三
十
分
早
め

て
一
般
の
拝
礼
を
許
し
た
。
一
般
と
言
つ
て
も
特
に
山
縣
家
か
ら
入
場
券
を
送
つ
た
も
の
許
り
で
、
山
縣
公
が
狂
介
の
昔
か
ら
元
帥
と
時

め
く
迄
の
友
人
、
或
は
世
話
に
な
つ
た
書
生
、
下
女
の
家
の
子
郎
党
で
七
千
枚
を
出
し
た
と
云
ふ
が
、
地
方
に
も
渡
つ
て
居
る
故
も
あ
ら

う
、
約
七
百
人
許
参
拝
し
て
居
た
。

　
埋
葬
式
　
霊
柩
は
護
国
寺
へ

　

午
後
一
時
、
松
本
楼
に
休
憩
し
て
居
た
山
縣
家
家
族
一
同
は
数
台
の
自
動
車
で
先
発
す
る
と
、
直
ぐ
上
原
陸
軍
少
佐
の
指
揮
で
柩
は
柩

車
に
移
さ
れ
、
清
浦
委
員
長
、
喪
主
伊
三
郎
氏
以
下
自
動
車
に
分
乗
し
、
二
個
中
隊
の
儀
仗
騎
兵
に
護
ら
れ
、
柩
側
に
は
横
道
、
国
司
各

陸
軍
少
将
、
三
好
騎
兵
大
佐
、
林
同
少
佐
追
随
の
下
に
、
大
手
町
憲
兵
隊
司
令
部
角
を
濠
端
に
出
で
、
文
部
省
前
九
段
坂
下
か
ら
順
路
市

民
の
目
送
裡
に
江
戸
川
橋
か
ら
一
筋
に
音
羽
護
国
寺
に
向
つ
た
。

　

午
後
二
時
半
過
ぎ
、
霊
柩
の
同
寺
に
到
着
す
る
や
清
浦
委
員
長
を
始
め
葬
儀
掛
着
席
、
白
丁
は
霊
柩
を
□
前
に
安
置
し
、
続
い
て
墓
誌

銘
と
共
に
□
に
納
め
、
喪
主
伊
三
郎
氏
を
始
め
、
家
族
親
族
特
別
縁
故
者
の
手
で
柩
は
土
深
く
掩
わ
れ
、
直
に
「
故
議
定
官
柩
枢
密
院
議

長
元
帥
陸
軍
大
将
公
爵
山
縣
有
朋
之
墓
」と
墨
痕
鮮
か
に
記
さ
れ
た
大
墓
標
が
建
て
ら
れ
る
。
其
間
に
も
一
基
の
灯
籠
を
建
て
火
を
点
じ
、

次
で
神
饌
を
供
え
、
大
島
斎
主
埋
葬
詞
を
白
し
、
喪
主
家
族
最
後
の
礼
拝
を
了
る
。

暮
靄
漸
く
深
く
埋
葬
の
儀
式
を
了
る
の
は
九
日
午
後
七
時
で
あ
る
（
東
京
電
話
）。
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史
料
四
　『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
二
月
十
日
（
金
）
七
面

　「
山
縣
公
の
お
葬
儀
に
私
も
参
列
す
る
の
記
」

　
大
隈
候
は
国
民
葬
―
―
き
の
ふ
は
『
民
』
抜
き
の
『
国
葬
』
で 

幄
舎
の
中
は
ガ
ラ
ン
ド
ウ
の
寂
し
さ

　

麹
町
永
田
町
大
蔵
大
臣
官
邸
で
は
、
九
日
午
前
六
時
半
か
ら
発
柩
祭
の
儀
が
あ
つ
て
、
午
前
八
時
半
愈
々
発
柩
と
な
り
、
親
族
召
使
等

の
婦
人
連
が
別
れ
を
惜
む
間
も
な
く
、
喇
叭
の
音
と
共
に
十
町
に
余
る
長
い
葬
列
が
行
進
を
始
め
た
。
海
軍
軍
楽
隊
は
「
哀
の
曲
」
を
吹

奏
し
つ
ゝ
行
く
。
白
旗
、
饌
□
、
其
他
は
型
の
如
く
、
各
宮
家
下
賜
の
真
榊
二
十
対
ば
か
り
の
後
か
ら
、
両
陛
下
、
摂
政
宮
殿
下
御
下
賜

の
真
榊
は
四
人
の
仕
丁
に
担
が
れ
て
行
く
。
仕
丁
は
総
て
古
稀
庵
に
近
い
板
橋
村
小
田
原
町
の
在
郷
軍
人
青
年
団
員
等
特
志
の
人
々
の
み

百
四
十
名
が
勤
め
た
。
霊
柩
砲
車
は
廿
名
の
兵
士
に
挽
か
れ
、棺
側
に
は
奥
、川
村
両
元
帥
を
始
め
、山
梨
陸
相
、松
川
、柴
、大
庭
、田
中
、

大
島
、
加
藤
、
名
和
、
有
馬
の
各
陸
海
軍
大
将
、
其
他
の
文
武
高
官
が
侍
す
る
。
霊
柩
の
後
か
ら
は
故
公
が
先
帝
陛
下
か
ら
賜
は
つ
た
愛

馬
「
花
園
」
が
寂
し
げ
に
曳
か
れ
行
く
。
喪
主
伊
三
郎
氏
、
船
越
男
、
有
光
男
其
他
の
近
親
主
治
医
等
が
黙
々
と
随
ふ
。
清
浦
葬
儀
委
員

長
以
下
の
委
員
に
次
で
、
大
勲
位
親
任
官
、
特
別
縁
故
者
の
一
団
、
後
藤
市
長
、
大
岡
育
造
氏
等
の
大
礼
服
姿
、
各
外
団
武
官
等
の
ケ
バ

ケ
バ
し
い
服
装
が
続
い
た
。

　

私
は
身
を
す
く
め
て
幄
舎
の
中
を
歩
い
た
。
寒
い
は
か
り
ぢ
や
無
い
、
神
田
の
古
着
屋
で
借
り
た
燕
尾
服
が
我
れ
な
が
ら
噴
飯
す
程
滑

稽
な
格
好
だ
か
ら
。
総
て
の
儀
式
が
簡
略
に
な
つ
た
今
日
、
斯
ん
な
変
な
服
は
先
づ
不
必
要
た
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
矢
先
、
国
葬
委
員
よ

り
「
燕
尾
服
着
用
の
事
」
な
ぞ
と
厳
達
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
間
誤
付
い
た
の
何
の
、
白
い
ネ
ク
タ
イ
を
逆
さ
に
付
け
て
受
付
の
憲
兵
に
笑

は
れ
た
や
う
な
訳
。
斯
う
し
た
感
じ
は
私
の
み
で
は
な
い
。
田
所
勅
選
、
山
田
神
社
局
長
、
永
田
青
嵐
、
前
田
多
門
両
助
役
な
ぞ
の
一
団

か
ら
も
盛
に
口
を
つ
い
て
出
た
。
塚
本
局
長
自
分
の
位
階
服
を
眺
め
て
「
文
化
は
や
り
に
此
の
服
装
は
何
と
い
ふ
非
文
化
だ
ら
う
、
美
術

眼
か
ら
見
て
も
零
だ
ね
」
と
セ
ヽ
ラ
笑
ふ
。
田
所
勅
選
そ
れ
を
受
け
て
「
全
く
さ
う
や
、
ず
ツ
と
昔
だ
か
ら
こ
ん
な
服
制
も
定
め
ら
れ
た

の
ぢ
や
が
今
日
で
は
迚
も
迚
も
」
と
合
槌
を
打
つ
。
前
田
助
役
、
高
級
の
青
嵐
居
士
を
見
上
げ
て
「
あ
ん
た
勅
選
の
位
階
服
を
新
調
し
た

さ
う
ぢ
や
な
い
か
、
ほ
ん
と
か
な
」
と
皮
肉
る
、
と
青
嵐
居
士
一
寸
間
の
悪
る
い
顔
し
て
、「
そ
れ
が
ナ
、
何
う
も
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
僕
が
勅
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選
に
な
つ
た
年
、
開
院
式
に
燕
尾
で
登
院
す
る
と
貴
族
院
の
役
人
が
「
そ
の
服
装
で
は
他
の
手
前
も
あ
る
か
ら
御
遠
慮
を
」
と
き
め
つ
け

0

0

0

0

ら
れ
た
ぢ
や
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
そ
れ
で
マ
ア
職
務
の
上
拵
へ
た
や
う
な
次
第
で
な
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」
と
身
を
揺
ら
し
て
笑
ふ
。
多
門
助
役
が
只
一

ツ
ブ
ラ
下
げ
た
桐
葉
章
か
ら
問
題
の
「
日
獨
戦
濫
賞
」
に
及
ん
で
又
一
頻
り
大
笑
ひ
。

　

軍
帽
に
芒
の
穂
の
や
う
な
の
を
押
立
て
た
佐
官
尉
官
の
渦
の
中
に
、
石
黒
枢
府
議
員
が
勲
一
等
の
位
階
服
を
着
た
誰
や
ら
と
炉
を
囲
ん

で
ひ
そ
ひ
そ
話
し
、
お
互
に
う
な
づ
き

0

0

0

0

合
つ
て
「
さ
う
と
も
さ
う
と
も
、
仏
に
な
つ
た
も
の
に
は
人
間
界
の
制
裁
は
せ
ぬ
事
ぢ
や
て
」
と

石
黒
老
腕
を
拱
く
。
片
方
の
幄
舎
を
覗
く
と
横
田
法
制
局
長
官
、
望
月
前
勅
参
な
ぞ
の
金
ピ
カ
が
下
院
陣
笠
連
の
黒
い
渦
の
中
に
光
つ
て

ゐ
る
。
あ
ち
ら
の
一
隅
に
井
上
元
帥
が
着
ぶ
く
れ
て
、
千
紫
萬
紅
の
坊
主
や
神
主
の
中
に
異
彩
を
放
つ
。

　

大
臣
連
は
葬
場
の
側
に
か
た
ま
つ
て
、
大
塊
逓
相
〔
野
田
卯
太
郎
〕
の
光
つ
た
頭
に
鈍
い
日
が
さ
し
て
居
る
の
と
、
布
袋
首
相
〔
高
橋

是
清
〕
の
幅
ツ
た
い
体
が
眼
を
惹
く
。
そ
の
中
に
日
比
谷
門
あ
た
り
で
喇
叭
の
声
が
響
い
て
葬
列
は
白
木
の
門
か
ら
入
つ
て
来
た
。
白
い

六
旒
の
旗
の
後
か
ら
鈍
色
の
列
が
少
時
続
い
た
、黒
塗
の
砲
車
に
乗
せ
た
柩
の
前
に
長
い
銘
旗
が
垂
れ
て
行
く
。「
故
議
定
官
」か
ら「
…
…

之
柩
」
ま
で
の
文
字
を
数
へ
て
見
る
と
合
計
三
十
二
文
字
、
字
あ
ま
り
の
歌
が
一
ツ
出
来
る
程
の
長
さ
だ
。
後
藤
市
長
〔
後
藤
新
平
〕
と

大
岡
硯
海
〔
大
岡
育
造
〕
老
を
遣
り
過
し
た
処
で
、葬
儀
係
は
ピ
タ
リ
と
後
の
金
ピ
カ
連
を
止
め
て
「
左
右
の
幄
舎
へ
」
と
手
で
知
ら
せ
る
。

葬
場
の
鯨
幕
が
開
か
れ
る
と
柩
を
砲
車
か
ら
下
し
て
正
面
に
据
ゑ
、
盛
り
沢
山
の
勲
章
を
其
の
前
に
並
べ
た
。
白
い
旗
や
鉾
、
楯
な
ぞ
が

左
右
に
立
つ
。
午
前
十
時
前
、
冷
た
い
風
が
鯨
幕
の
裾
を
吹
い
て
外
套
な
し
の
身
を
切
る
や
う
だ
。
混
合
つ
て
居
れ
ば
さ
う
で
も
あ
る
ま

い
が
、
広
い
幄
舎
は
が
ら
ん

0

0

0

と
し
て
、
長
く
幾
重
に
も
設
け
た
白
布
掩
の
腰
掛
は
雪
か
と
ば
か
り
、
天
井
も
白
布
で
張
つ
て
あ
る
の
で
猶

更
寒
い
。
夫
に
し
て
も
国
家
の
元
勲
の
葬
り
の
日
、
国
民
の
為
す
べ
き
事
か
は
、
帝
国
議
会
で
も
協
賛
し
た
国
葬
だ
の
に
こ
の
淋
し
さ
つ

め
た
さ
は
一
体
ど
う
し
た
事
だ
。
上
下
両
院
議
員
は
ホ
ン
の
数
へ
る
ば
か
り
、
実
業
家
の
顔
は
松
方
五
郎
君
位
の
も
の
で
他
は
見
か
け
な

い
。
一
番
端
の
府
市
名
誉
職
の
席
も
空
々
寂
々
で
、
武
と
文
の
大
粒
な
と
こ
ろ
と
軍
人
の
群
で
国
葬
ら
し
い
気
分
は
少
し
も
せ
ず
、
全
く

官
葬
か
軍
葬
の
観
が
あ
る
。
突
然
、
砲
の
音
が
し
た
。
お
昼
に
は
早
い
が
、
不
思
議
に
思
つ
て
ゐ
る
と
続
い
て
又
鳴
り
響
い
た
。
弔
砲
！

さ
う
だ
弔
砲
だ
と
気
付
い
た
と
き
、
葬
場
の
彼
方
か
ら
微
に
笙
の
音
が
聞
え
て
来
て
、
六
人
の
祭
官
が
海
の
も
の
山
の
も
の
を
三
宝
に
乗

つ
け
て
渡
し
合
つ
て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。

　

皆
な
に
倣
つ
て
起
立
す
る
と
、
年
寄
り
の
祭
官
が
柩
前
に
鯱
固
張
つ
て
何
か
白
し
始
め
た
。
そ
れ
が
終
る
と
、
今
度
は
前
の
よ
り
少
し



－ 76 －39

山縣有朋の国葬に関する新聞記事について

若
い
祭
官
が
大
臣
席
と
皇
族
席
に
お
辞
儀
を
し
て
か
ら
、
弁
慶
上
使
と
云
つ
た
形
で
巻
物
を
ひ
ろ
げ
た
。
又
復
起
立
、
長
い
長
い
腰
の
ふ

ら
つ
く
程
長
い
読
み
も
の
だ
。
真
正
面
に
日
を
受
け
た
閑
院
、
梨
本
、
李
王
世
子
其
他
の
皆
様
方
が
微
動
た
も
為
し
給
は
ず
に
居
ら
れ
る

の
が
お
気
の
毒
で
な
ら
ぬ
。
ヅ
ツ
と
後
だ
か
ら
よ
く
は
聞
え
ぬ
が
、「
維
新
の
際
」
と
か
、「
二
十
七
八
年
戦
役
、三
十
七
八
年
戦
役
」
な
ぞ
、

国
の
大
事
を
連
発
し
て
ゐ
る
所
を
見
る
と
、
故
人
の
勲
功
を
並
べ
て
ゐ
る
の
ら
し
い
。
そ
れ
が
終
る
と
今
度
は
起
立
の
連
発
だ
。
謹
厳
の

塊
の
や
う
な
人
が
葬
儀
委
員
に
崇
め
ら
れ
な
が
ら
柩
の
前
に
榊
を
供
へ
て
去
る
。
砂
利
を
敷
い
た
長
い
通
路
を
新
兵
の
「
足
踏
み
」
の
や

う
な
調
子
で
帰
る
姿
は
何
と
な
く
気
品
が
あ
る
。
さ
う
だ
ら
う
、
常
に
雲
の
上
に
ゐ
る
黒
田
長
敬
子
だ
の
三
條
公
輝
男
な
ぞ
だ
か
ら
―
―

貴
い
人
偉
い
人
が
榊
を
供
へ
て
か
ら
各
国
の
大
公
使
が
妙
な
手
つ
き
で
供
へ
た
。
副
斎
主
が
誄
詞
を
読
ん
で
ゐ
る
最
中
、
代
議
士
福
井
三

郎
君
が
席
を
立
つ
て
洋
杖
を
振
り
乍
ら
退
散
し
た
の
を
思
ひ
出
し
て
、
勲
一
等
処
が
榊
を
供
へ
だ
し
た
頃
お
去
ば
を
し
た
。
勲
一
等
＝
＝

私
は
ソ
レ
を
思
ひ
出
し
て
独
り
ク
ス
ク
ス
笑
つ
た
。
葬
儀
委
員
が
幄
舎
に
入
つ
た
連
中
の
席
を
定
め
る
と
き
、紙
製
の
大
き
な
喇
叭
で「
勲

一
等
の
方
！
」
と
途
轍
も
無
い
大
き
な
声
で
呼
び
あ
げ
た
。
す
る
と
其
の
後
か
ら
奈
良
東
宮
武
官
長
、
阪
谷
芳
郎
男
、
田
尻
稲
次
郎
子
と

云
つ
た
人
達
が
擽
つ
た
い
顔
し
て
続
き
、
次
は
「
勅
任
官
の
方
！
」
と
や
ら
れ
た
と
き
横
田
法
制
局
長
官
を
真
先
に
ぞ
ろ
り
ぞ
ろ
り
、
次

は
「
麝
香
間
祗
候
の
方
！
」
か
ら
宮
中
席
次
に
依
り
、
各
階
級
を
経
て
ド
ン
尻
の
判
任
待
遇
の
中
に
私
達
が
加
へ
ら
れ
た
事
を
想
つ
て
最

う
た
ま
ら
な
く
笑
ひ
た
か
つ
た
。
新
聞
紙
を
詰
め
て
も
尚
ゆ
る
い
絹
帽
を
押
へ
乍
ら
、
門
を
振
り
か
へ
つ
て
同
じ
場
所
で
行
は
れ
た
「
不

老
長
春
」
の
や
う
な
大
隈
候
の
華
華
し
く
盛
ん
で
あ
つ
た
国
民
葬
を
想
ひ
、「
寒
鴉
枯
木
」
の
や
う
な
此
寂
し
い
民
ぬ
き
の
国
葬
を
眺
め
て
、

何
と
云
つ
て
い
ゝ
か
判
ら
ぬ
気
持
に
な
つ
た
（
三
日
月
生
）

　
音
羽
護
国
寺
に
埋
葬
を
終
る
　
本
職
以
上
と
好
評
の
大
島
さ
ん
の
斎
主
振

　

午
後
一
時
、
護
国
寺
内
の
通
行
を
止
め
た
広
い
境
内
は
ガ
ラ
ン
と
し
て
居
る
。
二
時
五
騎
の
騎
馬
巡
査
が
勢
よ
く
門
内
に
入
る
と
、
儀

仗
兵
に
次
い
で
霊
柩
自
動
車
が
門
内
石
段
に
着
し
た
。
先
着
の
伊
三
郎
氏
以
下
の
遺
族
、
清
浦
委
員
長
、
田
中
、
大
庭
各
大
将
、
尾
野
陸

軍
次
官
等
、
金
ピ
カ
連
に
迎
へ
ら
れ
て
今
度
新
た
に
山
縣
家
に
購
入
さ
れ
た
護
国
寺
の
裏
手
、
大
隈
さ
ん
の
処
か
ら
約
七
十
間
、
先
夫
人

の
眠
る
旧
山
縣
家
墓
地
か
ら
約
八
十
間
隔
て
ら
れ
た
百
坪
程
の
墓
所
に
運
ば
れ
る
。
憲
兵
と
警
官
が
二
間
置
き
位
に
佇
立
し
て
物
々
し
い

警
戒
。
参
列
者
は
貴
族
を
除
い
て
は
ピ
カ
連
タ
ツ
タ
四
十
名
許
り
で
至
つ
て
淋
し
い
。
そ
れ
に
軍
人
は
陸
軍
許
り
で
海
軍
は
一
人
も
ゐ
な
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い
。
大
隈
さ
ん
の
墓
守
早
大
生
五
六
名
が
「
毎
日
百
余
名
の
参
拝
者
が
絶
え
ぬ
の
に
今
日
は
交
通
止
め
だ
」
と
呆
れ
顔
で
あ
る
。
霊
柩
が

太
い
綱
で
壙
所
に
下
り
る
と
、
五
十
貫
も
あ
ら
う
と
言
ふ
石
蓋
が
設
け
ら
れ
、「
枢
密
院
議
長
元
帥
陸
軍
大
将
樹
一
位
大
勲
位
功
一
級
公

爵
山
縣
有
朋
之
墓
」
と
言
ふ
長
い
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
サ
ア
ベ
ル
か
ら
斎
主
に
早
変
り
し
た
大
島
大
将
、
水
色
の
衣
に
藁
沓
、
鼻
目
鏡

を
掛
け
て
悲
し
げ
に
祭
文
を
奏
す
る
。
一
箇
小
隊
の
儀
仗
兵
が
突
如
式
場
内
に
進
ん
で
喇
叭
を
吹
く
と
、
喪
主
伊
三
郎
氏
、
隆
子
夫
人
、

令
息
辰
吉
氏
、
舩
越
男
な
ど
の
拝
礼
が
あ
つ
て
、
五
時
式
が
終
つ
た
伊
三
郎
氏
は
「
大
島
さ
ん
の
斎
主
は
本
職
以
上
だ
、
笏
を
上
げ
る
時

の
恰
好
は
…
…
之
だ
…
…
」
と
腹
か
ら
扇
子
を
二
三
度
突
出
し
て
ゐ
た
。
門
前
は
群
衆
で
賑
つ
て
ゐ
た
。

　
国
葬
の
市
中

▽
昨
日
の
国
葬
に
は
浅
草
六
区
の
活
動
も
芝
居
も
、
悉
く
「
山
縣
公
国
葬
に
付
き
弔
意
を
表
し
午
前
中
休
業
正
午
十
二
時
開
館
仕
候
」
と

の
立
看
板
を
立
て
、
正
午
か
ら
一
斉
に
ブ
カ
ブ
カ
ド
ン
ド
ン
。

▽
弔
旗
を
掲
げ
て
居
る
家
は
大
通
り
に
も
殆
ど
無
か
つ
た
。
弔
旗
を
立
つ
て
る
と
却
つ
て
眼
に
つ
く
位
。

〔
二
〇
二
二
年
九
月
十
九
日
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
国
葬
の
晩
に
擱
筆
〕




